
�愛媛県告示第９０３号
土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市町谷字山田甲３８２番９の一部、甲３９０番１の一部、甲３９０

番２の一部、甲３９２番、甲３９３番、甲３９４番、甲３９５番１、甲３９８番

１の一部、甲３９９番１、甲３９９番２の一部、甲４００番１の一部、甲

４０２番の一部、甲４０３番１、甲４０３番２、甲４０４番１の一部、甲４０８

番２４の一部、甲４０９番１の一部、甲４４２番１、甲４４３番１の一部、

甲４４３番２の一部、甲４４８番４、甲４４９番１、甲４５０番２、甲４５１番、

甲４５２番、甲４５３番２の一部、甲４５６番の一部、甲４５７番の一部、甲

４５８番１及び甲４５８番２の一部（次の図のとおり）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第

１項の基準に適合していない特定有害物質の種類
ひ

鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその

化合物

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合していない

特定有害物質の種類

鉛及びその化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第９０４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年７月２９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第１５号

平成２６年７月１８日

東温市樋口字前川甲１２６１番１、１２６２番１、１２６７番４、１２６８番１、１２６８番２、

１２６９番、１２７０番１、１２７３番１、１３８９番３

松山市須賀町１番８号

株式会社大盛産業

代表取締役 松 本 茂 生

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月１４日 特定非営利活動法人愛媛アグリ
ソーラーサポートセンター 清 水 一 久 松山市南久米町９７１番地５ パラ

ドール南久米１階
この法人は、広く一般市民に対して、再生可能
エネルギーによる発電の普及・啓発・推進及び
その支援に関する事業、再生可能エネルギー発
電の導入、運営についての調査、診断及び評価
に関する事業、地域の農家等に対する支援・援
助に関する事業等を行い、環境の保全及び農業
支援を通じて農山漁村の振興を図り、もって広
く公益に寄与する事を目的とする。

毎週（火・金）曜日発行 第２５９２号 平成２６年７月２９日

平成２６年７月２９日火曜日 第２５９２号
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月１４日 ＮＰＯ法人総合就職支援パワフ
ルワーク 山 内 繁 松山市小坂４丁目７番２０号 この法人は、就職を希望する県下不特定多数の

個人・団体に対して、職業能力開発事業・就職
支援事業・職業紹介事業を行い、より高度な職
業能力を習得した人材を輩出し、授業者に最適
な職場の選択を支援し、我々の事業に賛同して
くれる企業の協力を得て紹介を行うことにより
就職率を上げ、最終的に社会全体の利益の増進
に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月１４日 特定非営利活動法人愛媛県就労
支援事業者機構 森 田 浩 治 松山市一番町四丁目４番地１ 松

山法務総合庁舎６階
本機構は、犯罪者や非行少年（更生保護事業法
第２条第２項各号に掲げる者をいう。以下「犯
罪者等」という。）が善良な社会の一員として
更生するためには、就職の機会を得て経済的に
自立することが重要であることにかんがみ、事
業者の立場から犯罪者等の就労を支援し、犯罪
者等が再び犯罪や非行に陥ることを防止するこ
とにより、犯罪者等の円滑な社会復帰と安全な
地域社会の実現を図り、もって個人及び公共の
福祉の増進に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月１５日 ＮＰＯ法人活き生きふれ愛えひ
め 村 瀬 瑞 親 松山市西石井３丁目４番７号 この法人は、地域住民に対して、まちづくりの

推進事業、環境の保全を図る事業、子どもの健
全育成を図る事業を行い、人々が支え合い活力
に満ちたまちづくり推進に寄与することを目的
とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月１５日 特定非営利活動法人Ａｓａｎａ
ｍｉ Ｗｏｒｋ Ｃａｍｐ 西 谷 哲 夫 松山市苞木甲２４７番地３ この法人は、社会参加・社会自立を図ろうとす

る障害者・高齢者・青少年の生活に関する相談
に応じ、生活及び生活訓練等を実施する事業、
並びに働く場を提供する事業を行い、地域社会
全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
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平成２６年７月２９日 発行
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